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件  名 さかい子育て応援団事業の実施について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【現状・課題】 

・子育て支援の推進については、市民・企業・団体等が子どもの健全育成に関心をもち、

地域社会全体で取り組んでいくことは重要であるが、行政等による直接的な支援が中心

となっており、企業・団体等への広がりは限定的である。 

・また、自主的な子育て支援活動を実施している企業・団体等があるものの、サービス等

の情報は、子ども・子育て家庭に十分に伝わっておらず、必要としている家庭に浸透し

ていない。 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（案） 

【対応方針】 

・子育て支援に関わる市民活動や企業等の社会貢献活動が広く展開していくよう、市民・

企業・団体等の子どもや子育てに対する理解を深めるとともに、これらの活動を推進し

ていくためのサポートを行い連携強化を図る。 

・企業・団体等が行う子育てサービスを情報収集し、子育て家庭をはじめとする市民・企

業・団体など地域社会全体へ発信する。 
 

【事業概要】 

別紙のとおり 
 

【事業内容】 

①申請 子育て支援サービスを行っている企業等に対し、「さかい子育て

応援団」への参加を勧め、登録申請を呼びかける。 

②登録決定 堺市は、登録申請のあった企業等に対し、登録の決定を行う。 

③ロゴマークの交付 登録企業等に対し、「さかい子育て応援団」の一員であることを

アピールできるロゴマーク入りのステッカー等を交付する。 

④情報発信 登録企業等を、市ホームページやフェイスブックページなどを活

用して紹介する。 

⑤普及促進・サポート 子育て支援サービスの未実施の企業・団体等に対して、本事業の

趣旨を説明し、子育てに対する理解や支援策の実施に向けた相

談・サポート等を行い、「さかい子育て応援団」への参加に向け

勧奨する。 
 

【今後の予定】 

・平成 24年 10月 24日 市長記者会見 

・平成 24年 11月 1日 広報さかい・ホームページ等により参加企業等の募集開始 

 さかい☆HUG はぐネット、フェイスブックページなどへの掲

載等の多様な情報発信 
 

効果の想定 

市民・企業・団体など地域社会全体が子どもや子育てに関心を持ち、子育てを応援しよ

うとする機運を醸成し、安心して子どもを生み育てることができるまちづくりを推進す

る。 

関係局との 

政 策 連 携 
産業振興局・市民人権局 



 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

さかい子育て応援団 
（堺市内の企業・団体等） 

    

 
子育て家庭に対するきめ細かなサービスの提供 

≪例≫ 

子育てサークル等への空きスペースの貸与 

子育てイベントの開催 

授乳ができるスペース、育児相談 

子ども用補助便座のあるトイレ  等 

子育て支援 

サービス 
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